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新春を迎えるにあた り会員の皆様 に新年の こ挨

拶を申 し上げます。一昨年来の新型コロナウイル

ス感染症の流行は皆様の 日常生活や管理組合の運

営に大きな影響と困難をもた らしま した。マスク

や消毒液などの離せない 「ウィズコロナ」の 日常

をしばらく続けることを余儀なくさねています。

当連合会主催の役員研修会も一旦中止 し、その

後あ らためて開催することもあ りま した。また、

事務所 における相談などを制限 し、皆様が来所相

談に躊躇せざるを得なしヽこともあ つたかと思いま

す。換気などの感染対策を取 りなが ら皆様の相談

に対応するとともに、セミナーなども感染の状況

を考慮 しなが ら適切に企画 していくなど、皆様の

期待に応えられるように取 り組んで参 ります。

2020年 (令 和2年 )6月 にマンシ∃ン管理適正

化法 とマンシ ョン建替円滑化法が改正され、マン

シ ョンを取 り巻 く環境は大き く変化 しようと して

しヽます。現在全 国のマ ンシ ∃ンス トック数 |よ 約

680万戸、国民の 1害」を超える約 1,600万人が居

住 し、築40年 を超えるマンシ ョンは82万戸に達

すると見込まれています。東北におしヽても 1970
年前後か らマンシ ョンが供給され始め、例えば仙

台市で |よ マンシ ョン 1,500棟 中、築40年 を超え

るマンシ ∃ンは200棟 程、 10年後には500棟 余

りと大幅に増えます。また、建物 ・設備の老朽化

や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンシ ョ

ンが今後増えてい くことも予想されます。このよ

うな状況を背景と して、マンシ ョンの住環境を良

好 に保つために維持管理を適正 に実施 してい くこ

とが差 し迫 つた課題であると して今回の改正がな

されま した。老朽化が進み修繕 による維持が困難

な場合 には再生 に向けた取 り組みを強化すること
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も含まれています。マンシ ョン管理適正化法で |よ

国がマンシ ∃ン管理の適正化の推進のための基本

方針を定め、地方公共団体は管理適正化のために

助言及び指導を行い,ま た勧告ができると し、管

理適正化のための推進計画を定めた地方公共団体

|よ 一定の基準を満たすマンシ ョン管理組合の管理

計画 を認定 する ことができる 内容 とな つてい ま

す。このように、適正に管理されず周辺 に危害を

及ぼす ことを防止するために国 ,地方公共団体、

特 に後者の役割 ・権限を強化する内容 とな つてい

ます。マンシ ∃ン建替円滑化法では修繕で維持が

困難なマンシ ∃ンの除却の対象要件を拡充 し、団

地の敷地分割制度を創設 しています。

昨年9月 に発表さねた国の基本方針ではマンショ

ン管理組合 と区分所有者の役割 |よ マンシ ョンを適

正に管理 し可能な限 り長 く活用するように努める

ことであ り、そのための基本的な考え方をマンシ

∃ン管理適正化指針 と して示 しています。管理組

合が留意すべき事項 と して管理組合の運営、管理

規約 ,管理組合の経理、長期修繕計画、発注等の

適正化等々、管理組合運営の全般にわた つていま

す。これ らの事 ]:頁 を常に意識 しなが ら管理組合の

運営に当たることが重要かと考えます。改正され

た2つの法律の施行は今年4月 とされていますが地

方公共団体の推進計画の策定はこれか らであると

ころが多しヽようです。

また、上記法改正に合わせて修繕積立金ガイ ド

ライン及び長期修繕計画作成ガイ ドラインの 13年
,3ヽ りの改訂もあ りま した。デジタル化推進 ・1丁 活

用のための区分所有法改正、標準管理規約改正も

ありま した。

当連合会は 1999年に発足 し、2003年に特定

非営利活動法人 (NPO法人)に認定され、マンシ

∃ン管理組合の立場で種々の活動を実施 してまい

りま した。今回の基本方針でも当連合会のような

NPO法人等の役割も記述されてしヽます。今後とも

マンシ ョン管理組合のための団体と して会員の皆

様 |よ じめ関係者各位とともにマンシ ∃ンに関わる

課題 に取 り組んでましヽ ります。こ協力のほどよろ

しくお願いいた します。
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